
毎
週　

月
･
水
･
金
曜
日
発
行

　
　

告　
　

示

○
熊
本
県
阿
蘇
国
立
公
園
内
給
水
施
設
の
管
理
及
び
使
用
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
く
給
水
を
行

　

う
地
区
指
定
の
廃
止　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
自
然
保
護
課
）　

一

○
熊
本
県
阿
蘇
国
立
公
園
内
給
水
施
設
の
管
理
及
び
使
用
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
く
立
入
禁
止

　

地
域
指
定
の
廃
止　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

一

○
字
の
区
域
の
変
更　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
総
室
）　

二

○
結
核
予
防
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定　
　
　
　

（
健
康
増
進
課
）　

二

○
結
核
予
防
法
第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退　

（　
　

〃　
　

）　

二

○
道
路
の
区
域
変
更　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
道
路
維
持
課
）　

三

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

三

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

三

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
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四

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

四

○
道
路
の
供
用
開
始　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

四

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
機
関
の
指
定　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
医
務
福
祉
課
）　

五

○
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
高
齢
保
健
福
祉
課
）　
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介
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事
業
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指
定　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）
一
〇
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収
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代
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融
機
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の
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称
及
び
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置
の
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部
改
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（
会　

計　

課
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〇

○
道
路
の
供
用
開
始　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
道
路
維
持
課
）
一
〇

○
美
し
い
熊
本
づ
く
り
推
進
事
業
費
補
助
金
交
付
要
項
の
廃
止　
　
　
　
　
　
　

（
自
然
保
護
課
）
一
〇

　
　

公　
　

告

○
特
定
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営
利
活
動
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室
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（
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政　

課
）
一
一

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
農
村
計
画
課
）
一
一

○
平
成
十
四
年
度
及
び
十
五
年
度
測
量
・
設
計
等
の
有
資
格
者
把
握　
　
　
　
　

（
林　

政　

課
）
一
一

○
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
都
市
計
画
課
）
一
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登　
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頼

○
政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
名
称
の
公
表　
　
　
　
　
　
　

（
選
挙
管
理
委
員
会
）
一
六

○
政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
公
表　
　

（　
　
　

〃　
　
　

）
一
七

○
政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
の
公
表　
　
　
　

（　
　
　

〃　
　
　

）
一
七

○
政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
公
表　
　
　
　
　

（　
　
　

〃　
　
　

）
一
八

○
政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
公
表　

（　
　
　

〃　
　
　

）
一
八

○
天
草
地
区
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会
の
会
議
の
開
催

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
天
草
地
区
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会
）
一
九

○
文
化
財
保
護
審
議
会
の
会
議
の
開
催　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
県
文
化
財
保
護
審
議
会
）
一
九

○
有
明
海
自
動
車
航
送
船
組
合
管
理
者
の
職
務
代
理
者　
　
　
　

（
有
明
海
自
動
車
航
送
船
組
合
）
一
九

　
　

正　
　

誤

○
平
成
十
三
年
十
二
月
五
日
熊
本
県
告
示
第
九
百
二
十
号
（
保
安
林
の
指
定
に
関
す
る
予
定
）
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
森
林
保
全
課
）
二
〇

熊
本
県
告
示
第
十
七
号

　

昭
和
三
十
二
年
九
月
十
四
日
熊
本
県
告
示
第
五
百
十
五
号
（
熊
本
県
阿
蘇
国
立
公
園
内
給
水
施
設
の
管

理
及
び
使
用
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
く
給
水
を
行
う
地
区
指
定
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
告
示
第
十
八
号

　

昭
和
三
十
二
年
九
月
十
四
日
熊
本
県
告
示
第
五
百
十
六
号
（
熊
本
県
阿
蘇
国
立
公
園
内
給
水
施
設
の
管

理
及
び
使
用
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
く
立
入
禁
止
地
域
指
定
）
は
、
廃
止
す
る
。
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十
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県
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潮　
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子

熊
本
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告
示
第
十
九
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
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第
二
百
六
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第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
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と

お
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字
の
区
域
を
変
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す
る
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届
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が
あ
っ
た
。
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予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
機
関

を
次
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と
お
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指
定
し
た
。
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四
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十
六
日
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法
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和
二
十
六
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法
律
第
九
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六
号
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三
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六
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第
四
項
の
規
定
に
よ
り
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医
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日
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子
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変
更
後

の
字

変
更
後

の
大
字

区
　
　
　
　
　
　
　
　
域

変
更
前

の
字

変
更
前

の
大
字

池
ノ
平

三
加

１
５
５
５
か
ら
１
５
５
８
ま
で
の
各
一
部
、

１
５
６
０
の
一
部

中
屋
敷

三
加

池
ノ
平

三
加

１
４
７
０
の
２
の
一
部
及
び
こ
の
区
域
に
隣
接
す

る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び
に

１
４
８
０
、
１
４
８
１
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る

国
有
地
の
全
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中
ノ
迫
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加

中
屋
敷

三
加

字
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屋
敷
１
５
５
５
に
隣
接
す
る
道
路
で
あ
る
国

有
地
の
全
部

池
ノ
平

三
加

中
屋
敷

三
加

１
４
５
６
の
２
、
１
４
５
７
の
２
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１
４
５
８
の

２
、
１
４
６
５
の
２
、
１
４
６
６
か
ら
１
４
６
９

ま
で
、
１
４
７
０
の
２
の
一
部
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び
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介
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る
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路
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あ
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国
有
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の
全
部
並
び
に
字
中
屋
敷
１
６
３
１
、
１
６
３
２
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１
６
３
４
、
１
６
３
５
、
１
６
７
６
、
１
６
７
８

か
ら
１
６
８
１
ま
で
に
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す
る
道
路
で
あ
る
国

有
地
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全
部

中
ノ
迫

三
加

指
令
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熊
本
県
告
示
第
二
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
四
年
一
月
十
六
日
か
ら
六
十
日
間
、
熊
本
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
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子

一　

道
路
の
種
類
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路
線
名
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び
区
域
変
更
す
る
区
間
等

二　
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域
変
更
す
る
期
日　

平
成
十
四
年
一
月
十
六
日

熊
本
県
告
示
第
二
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
四
年
一
月
十
六
日
か
ら
六
十
日
間
、
熊
本
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
区
域
変
更
す
る
区
間
等

二　

区
域
変
更
す
る
期
日　

平
成
十
四
年
一
月
十
六
日

熊
本
県
告
示
第
二
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
四
年
一
月
十
六
日
か
ら
六
十
日
間
、
熊
本
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
区
域
変
更
す
る
区
間
等

二　

区
域
変
更
す
る
期
日　

平
成
十
四
年
一
月
十
六
日
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道
路の種

類
一
般

国
道

路
線
名

二
六
六
号

区

域

変

更

す

る

区

間

熊
本
市
本
荘
五
丁
目

　
　
　
　
　
　

二
一
四
番
九
地
先
か
ら

熊
本
市
新
鍛
冶
屋
町

　
　
　
　
　
　

五
〇
〇
番
一
地
先
ま
で

熊
本
市
本
荘
五
丁
目

　
　
　
　
　
　

二
一
四
番
九
地
先
か
ら

熊
本
市
下
通
二
丁
目

　
　
　
　
　
　

五
〇
〇
番
二
地
先
ま
で

前　後前後

幅　
　

員

（
メ
ー
ト
ル
）

一
五
・
七

　
　

〜

　

二
一
・
七

一
二
・
〇

　
　

〜

　

一
六
・
〇

一
五
・
七

　
　

〜

　

四
七
・
八

　

六
・
〇

　
　

〜

　

二
〇
・
〇

延　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

一
五
一
・
六

一
六
三
・
四

一
五
一
・
六

一
五
七
・
〇

備　

考

国
道
改

道
路の種

類
主
要

地
方

道　

路
線
名

松

島

馬

場

線

区

域

変

更

す

る

区

間

天
草
郡
松
島
町
大
字
教
良
木
字
銭
下
シ

　
　
　
　
　

一
三
一
七
番
一
地
先
か
ら

同　
　

所　
　
　

同　
　

字

　
　
　
　
　

一
三
一
九
番
三
地
先
ま
で

前　後前後

幅　
　

員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

五
・
〇

　
　

〜

　

一
三
・
〇

　

八
・
〇

　
　

〜

　

一
三
・
六

延　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

五
二
・
〇

五
二
・
〇

備　

考

単
道
改

道
路の種

類
主
要

地
方

道　

路
線
名

松

島

馬

場

線

区

域

変

更

す

る

区

間

天
草
郡
栖
本
町
大
字
河
内
字
大
平

　
　
　
　
　

二
八
〇
七
番
二
地
先
か
ら

同　
　

所　
　
　

同　
　

字

　
　
　
　
　

三
九
二
四
番
三
地
先
ま
で

前　後前後

幅　
　

員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

五
・
〇

　
　

〜

　

一
八
・
九

一
一
・
一

　
　

〜

　

三
一
・
二

延　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

七
二
六
・
〇

七
三
〇
・
〇

備　

考

単
道
改



熊
本
県
告
示
第
二
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
四
年
一
月
十
六
日
か
ら
六
十
日
間
、
熊
本
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
区
域
変
更
す
る
区
間
等

二　

区
域
変
更
す
る
期
日　

平
成
十
四
年
一
月
十
六
日

熊
本
県
告
示
第
二
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
四
年
一
月
十
六
日
か
ら
六
十
日
間
、
熊
本
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
区
域
変
更
す
る
区
間
等

二　

区
域
変
更
す
る
期
日　

平
成
十
四
年
一
月
十
六
日

熊
本
県
告
示
第
二
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
四
年
一
月
十
六
日
か
ら
六
十
日
間
、
熊
本
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お
い
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道
路の種

類
主
要

地
方

道　〃一
般

県
道

路
線
名

錦
湯
前
線

〃

小

川

八

代

線

区

域

変

更

す

る

区

間

球
磨
郡
岡
原
村
大
字
宮
原
字
宮
野

　
　
　
　
　

一
〇
六
二
番
一
地
先
か
ら

同　
　

所　
　
　

同　
　

字

　
　
　
　
　

同　
　
　

番　

地
先
ま
で

球
磨
郡
岡
原
村
大
字
宮
原
字
宮
野

　
　
　
　
　
　

五
七
〇
番
一
地
先
か
ら

同　
　

所　
　
　

同　
　

字

　
　
　
　
　
　

同　
　

番　

地
先
ま
で

八
代
市
東
町
字
堀
切

　
　
　
　
　

二
二
八
八
番
一
地
先
か
ら

同　

所　
　

字
龍
道

　
　
　
　
　

一
七
一
六
番
一
地
先
ま
で

前　後前後前後前後

幅　
　

員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

七
・
〇

　
　

〜

　
　

八
・
〇

　

七
・
〇

　
　

〜

　

一
〇
・
〇

　

八
・
〇

　
　

〜

　
　

八
・
五

　

八
・
〇

　
　

〜

　
　

九
・
五

　

三
・
〇

　
　

〜

　

二
七
・
二

一
〇
・
四

　
　

〜

　

五
九
・
二

延　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

一
四
・
〇

一
四
・
〇

九
・
〇

九
・
〇

一
、一
七
〇
・
〇

一
、〇
六
〇
・
〇

備　

考

二
十
四

条
工
事

〃
単
道
改

道
路の種

類
一
般

県
道〃

路
線
名

三

本

松

甲

佐

線

幸

野

染

田

線

区

域

変

更

す

る

区

間

下
益
城
郡
砥
用
町
大
字
甲
佐
平

　
　
　
　
　

一
三
三
九
番
三
地
先
か
ら

同　
　

所　
　
　

同　
　

字

　
　
　
　
　

一
三
九
七
番
一
地
先
ま
で

下
益
城
郡
砥
用
町
大
字
甲
佐
平

　
　
　
　
　

一
三
三
九
番
三
地
先
か
ら

同　
　

所　
　
　

同　
　

字

　
　
　
　
　

一
三
九
七
番
一
地
先
ま
で

下
益
城
郡
砥
用
町
大
字
甲
佐
平

　
　
　
　
　

一
三
一
八
番
一
地
先
か
ら

同　
　

所　
　
　

同　
　

字

　
　
　
　
　

一
六
五
四
番
四
地
先
ま
で

球
磨
郡
湯
前
町
字
加
古
井

　
　
　
　
　

四
〇
〇
六
番
一
地
先
か
ら

同　
　

所　
　

字
古
城

　
　
　
　
　

四
三
三
六
番
一
地
先
ま
で

前　後前後前後

幅　
　

員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

三
・
六　

　
　
　

〜

　

二
〇
・
〇

一
〇
・
二

　
　

〜

　

四
二
・
〇

　

四
・
〇

　
　

〜

　

一
〇
・
〇

　

三
・
五

　
　

〜

　

一
六
・
〇

　

六
・
二

　
　

〜

　

一
六
・
〇

延　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

五
七
四
・
〇

四
五
二
・
〇

一
五
六
・
〇

三
〇
五
・
〇

三
〇
五
・
〇

備　

考

単
橋
改

単
道
改



て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
供
用
開
始
す
る
区
間
等

二　

供
用
開
始
す
る
期
日　

平
成
十
四
年
一
月
十
六
日

熊
本
県
告
示
第
二
十
八
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介

護
機
関
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　

〔
訪
問
介
護
〕

　

〔
訪
問
入
浴
介
護
〕

　

〔
福
祉
用
具
貸
与
〕

　

〔
通
所
介
護
〕

　

〔
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
〕
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道
路
の
種
類

一
般
国
道

〃〃

路　

線　

名

二
六
六
号

〃〃

供

用

開

始

す

る

区

間

熊
本
市
本
荘
五
丁
目

　
　
　
　
　
　

二
一
四
番
九
地
先
か
ら

熊
本
市
新
鍛
冶
屋
町

　
　
　
　
　
　

五
〇
〇
番
一
地
先
ま
で

熊
本
市
本
荘
五
丁
目

　
　
　
　
　
　

二
一
四
番
九
地
先
か
ら

熊
本
市
新
鍛
冶
屋
町

　
　
　
　
　
　

五
〇
〇
番
一
地
先
ま
で

熊
本
市
本
荘
五
丁
目

　
　
　
　
　
　

二
一
四
番
九
地
先
か
ら

熊
本
市
下
通
二
丁
目

　
　
　
　
　
　

五
〇
〇
番
二
地
先
ま
で

延　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

一
六
三
・
四

一
五
一
・
六

一
五
七
・
〇

備　
　

考

国

道

改

〃〃

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
協
立

水
俣
市
桜
井
町
二
丁
目
二｜

一
四

社
会
福
祉
法
人
鹿
本
町
社
会
福
祉
協

議
会
訪
問
介
護
事
業
所

鹿
本
郡
鹿
本
町
大
字
来
民
九
六
二｜

二

事

業

者

の

名

称

及

び

所

在

地

医
療
法
人
芳
和
会

熊
本
市
神
水
一
丁
目
一
四｜

四
一

社
会
福
祉
法
人
鹿
本
町
社
会
福
祉
協
議
会

鹿
本
郡
鹿
本
町
大
字
来
民
九
六
二｜

二

指
定
年
月
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

社
会
福
祉
法
人
鹿
本
町
社
会
福
祉
協

議
会
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所

鹿
本
郡
鹿
本
町
大
字
来
民
九
六
二｜

二

事

業

者

の

名

称

及

び

所

在

地

社
会
福
祉
法
人
鹿
本
町
社
会
福
祉
協
議
会

鹿
本
郡
鹿
本
町
大
字
来
民
九
六
二｜

二

指
定
年
月
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

株
式
会
社
ミ
タ
カ
天
草
営
業
所

本
渡
市
本
渡
町
大
字
本
渡
二
五
七
八

｜

六
有
限
会
社
ミ
ム
ラ
・
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ケ

ア玉
名
郡
岱
明
町
西
照
寺
九
三
五

事

業

者

の

名

称

及

び

所

在

地

株
式
会
社
ミ
タ
カ

上
益
城
郡
嘉
島
町
大
字
上
仲
間
八
五
〇｜

二

有
限
会
社
ミ
ム
ラ
・
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ケ
ア

玉
名
郡
岱
明
町
西
照
寺
九
三
五

指
定
年
月
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

相
生
荘
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

天
草
郡
龍
ヶ
岳
町
大
字
大
道
一
五
八

事

業

者

の

名

称

及

び

所

在

地

社
会
福
祉
法
人
鶴
亀
会

天
草
郡
龍
ヶ
岳
町
大
字
大
道
一
五
八

指
定
年
月
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

老
人
保
健
施
設
ラ
イ
フ
ケ
ア
日
南

八
代
市
日
奈
久
塩
北
町
二
九
二
二

老
人
保
健
施
設
向
春
苑

八
代
市
大
福
寺
町
二
四
一
一｜

三

老
人
保
健
施
設
高
齢
者
ケ
ア
セ
ン
タ

ー
ア
メ
ニ
テ
ィ
ゆ
う
り
ん

八
代
市
古
閑
浜
町
三
四
〇
一

老
人
保
健
施
設
皇
寿
園

八
代
市
高
島
町
四
二
一
八

老
人
保
健
施
設
と
ま
と

八
代
市
郡
築
一
番
町
一
八
〇｜

一

老
人
保
健
施
設
リ
バ
ー
サ
イ
ド
御
薬

園人
吉
市
七
地
町
四
九
五

事

業

者

の

名

称

及

び

所

在

地

社
会
福
祉
法
人
敬
愛
会

八
代
市
日
奈
久
塩
北
町
二
九
〇
五

社
会
福
祉
法
人
権
現
福
祉
会

八
代
市
大
福
寺
町
二
四
一
一｜

三

医
療
法
人
社
団
優
林
会

八
代
市
高
下
西
町
一
四
二
六

医
療
法
人
初
友
会

八
代
市
高
島
町
四
二
一
八

医
療
法
人
カ
ジ
オ
会

八
代
市
郡
築
一
番
町
一
七
九

医
療
法
人
社
団
健
成
会

人
吉
市
七
地
町
四
九
五

指
定
年
月
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日
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老
人
保
健
施
設
タ
ン
ポ
ポ

人
吉
市
下
漆
田
町
後
平
一
五
三
八｜

四老
人
保
健
施
設
慈
眼
苑

荒
尾
市
増
永
七
〇
九｜

一

老
人
保
健
施
設
平
成
ド
リ
ー
ム
館

荒
尾
市
水
野
扇
浦
一
五
五
六

老
人
保
健
施
設
や
す
ら
ぎ
苑

水
俣
市
浜
四
〇
五
一

老
人
保
健
施
設
白
梅
の
里

水
俣
市
浜
四
〇
九
八｜

一
八

老
人
保
健
施
設
樹
心
台

玉
名
市
伊
倉
北
方
二
七
二

老
人
保
健
施
設
ゆ
う
き
の
里

玉
名
市
上
小
田
一
〇
六
三

老
人
保
健
施
設
本
渡
ケ
ア
・
ホ
ー
ム

本
渡
市
下
浦
町
二
〇
九
〇｜

一

老
人
保
健
施
設
希
望
の
園

山
鹿
市
山
鹿
三
六
九

老
人
保
健
施
設
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
鶴
丸

牛
深
市
久
玉
町
六
二｜

一

老
人
保
健
施
設
あ
さ
ひ
コ
ー
ト

宇
土
市
旭
町
一
〇
六

老
人
保
健
施
設
景
雅
苑

宇
土
市
上
網
田
町
三
六
七
六

老
人
保
健
施
設
青
海
苑

宇
土
郡
三
角
町
大
字
郡
浦
七
三
九｜

八老
人
保
健
施
設
ヘ
ル
シ
ー
プ
ラ
ザ
十

六下
益
城
郡
松
橋
町
西
下
郷
五
四
四

老
人
保
健
施
設
聖
ル
カ
苑

玉
名
郡
長
洲
町
宮
野
二
七
七
二｜

一

〇

医
療
法
人
社
団
新
晃
会

人
吉
市
瓦
屋
町
一
一
二
一｜

六

医
療
法
人
洗
心
会

福
岡
県
大
牟
田
市
橋
口
町
三｜

一
〇

医
療
法
人
平
成
会

荒
尾
市
蔵
満
一
八
八
四｜

一

社
団
法
人
水
俣
市
芦
北
郡
医
師
会

水
俣
市
古
城
一｜

一
二｜

五

医
療
法
人
啓
愛
会

水
俣
市
浜
四
〇
八
九｜

一

医
療
法
人
信
和
会

玉
名
市
伊
倉
北
方
二
七
二

医
療
法
人
悠
紀
会

玉
名
市
上
小
田
一
〇
六
三

医
療
法
人
社
団
開
会

本
渡
市
下
浦
町
一
三
八
三｜
一

医
療
法
人
至
誠
会

山
鹿
市
山
鹿
三
六
九

医
療
法
人
社
団
吉
田
会

牛
深
市
久
玉
町
六
一

医
療
法
人
社
団
金
森
会

宇
土
市
本
町
六｜

七

医
療
法
人
社
団
小
田
会

宇
土
市
上
網
田
町
三
六
七
六

社
会
福
祉
法
人
熊
本
厚
生
会

宇
土
郡
三
角
町
大
字
郡
浦
七
三
九｜

八

医
療
法
人
社
団
本
田
会

下
益
城
郡
松
橋
町
大
字
南
豊
崎
五
八
五

医
療
法
人
社
団
聖
和
会

荒
尾
市
荒
尾
二
〇
〇
五｜

一

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

老
人
保
健
施
設
清
風
苑

玉
名
郡
三
加
和
町
大
字
上
板
楠
一
六

九
七｜

一

老
人
保
健
施
設
星
雲
荘

玉
名
郡
横
島
町
大
字
横
島
三
三
八
四

さ
か
き
診
療
所

玉
名
郡
南
関
町
上
長
田
六
三
八｜

一

老
人
保
健
施
設
ケ
ア
ビ
レ
ッ
ジ
箱
根

崎鹿
本
郡
植
木
町
大
字
正
清
八
八
八

老
人
保
健
施
設
太
陽

鹿
本
郡
鹿
本
町
大
字
津
袋
六
五
四｜

一老
人
保
健
施
設
サ
ン
ラ
イ
ズ
ヒ
ル

菊
池
郡
菊
陽
町
曲
手
七
六
〇

老
人
保
健
施
設
桜
の
里

菊
池
郡
西
合
志
町
大
字
須
屋
七
〇
二

老
人
保
健
施
設
お
お
つ
か
の
郷

菊
池
郡
大
津
町
陣
内
一
一
六
五

老
人
保
健
施
設
ひ
ら
せ
記
念
リ
ハ
ビ

リ
苑

菊
池
郡
合
志
町
福
原
三
一
一
一

老
人
保
健
施
設
孔
子
の
里

菊
池
郡
泗
水
町
福
本
九
〇
四｜

一

老
人
保
健
施
設
阿
蘇
グ
リ
ー
ン
ヒ
ル

阿
蘇
郡
一
の
宮
町
宮
地
一
二
一

老
人
保
健
施
設
愛
・
ラ
イ
フ
内
牧

阿
蘇
郡
阿
蘇
町
内
牧
一
一
〇
五｜

一

お
ぐ
に
老
人
保
健
施
設

阿
蘇
郡
小
国
町
大
字
宮
原
一
七
四
二

｜

一
老
人
保
健
施
設
彩
雲
苑

上
益
城
郡
矢
部
町
大
字
北
中
島
二
七

〇
一

医
療
法
人
社
団
清
風
会

山
鹿
市
大
字
山
鹿
一
三
二
六｜

一

医
療
法
人
安
田
会

玉
名
郡
横
島
町
大
字
横
島
三
三
八
四

医
療
法
人
親
仁
会

大
牟
田
市
大
字
歴
木
四｜

六
五

医
療
法
人
滄
溟
会

鹿
本
郡
植
木
町
大
字
正
清
八
八
八

医
療
法
人
回
生
会

山
鹿
市
古
閑
一
五
〇
〇｜

一

医
療
法
人
熊
本
丸
田
会

熊
本
市
九
品
寺
一｜

一
五｜

七

医
療
法
人
中
山
会

菊
池
郡
西
合
志
町
大
字
須
屋
七
〇
二

医
療
法
人
田
中
会

熊
本
市
新
市
街
七
―
一
七

医
療
法
人
平
瀬
会

菊
池
郡
合
志
町
福
原
三
一
一
一

医
療
法
人
社
団
孔
子
会

菊
池
郡
泗
水
町
福
本
九
〇
四｜

一

医
療
法
人
薫
和
会

阿
蘇
郡
一
の
宮
町
宮
地
一
二
一

医
療
法
人
社
団
坂
梨
会

阿
蘇
郡
阿
蘇
町
内
牧
一
一
〇
五｜

一

小
国
町
外
一
ヶ
町
公
立
病
院
組
合

阿
蘇
郡
小
国
町
大
字
宮
原
一
七
四
二｜

一

医
療
法
人
幸
翔
会

上
益
城
郡
矢
部
町
大
字
北
中
島
二
八
〇
六

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日



　

〔
短
期
入
所
生
活
介
護
〕

　

〔
短
期
入
所
療
養
介
護
〕
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老
人
保
健
施
設
ラ
イ
フ
ラ
イ
ト
矢
部

上
益
城
郡
矢
部
町
下
市
六
〇

老
人
保
健
施
設
御
船
清
流
園

上
益
城
郡
御
船
町
御
船
一
〇
六
二｜

一老
人
保
健
施
設
平
成
唯
仁
館

上
益
城
郡
益
城
町
宮
園
字
三
の
迫
一

一
三
九｜

一

老
人
保
健
施
設
ナ
ー
シ
ン
グ
ケ
ア
緑

風
苑

上
益
城
郡
甲
佐
町
白
旗
二
七
一

老
人
保
健
施
設
ケ
ア
ポ
ー
ト
益
城

上
益
城
郡
益
城
町
大
字
安
永
一
〇
三

〇老
人
保
健
施
設
八
祥
苑

八
代
郡
宮
原
町
大
字
早
尾
一
〇
九
七

老
人
保
健
施
設
か
が
み
苑

八
代
郡
鏡
町
大
字
塩
浜
一
一｜

二
三

五老
人
保
健
施
設
新
清
苑

芦
北
郡
芦
北
町
大
字
芦
北
字
塩
屋
田

尻
二
七
二
七｜

一

老
人
保
健
施
設
サ
ン
ラ
イ
フ
み
の
り

球
磨
郡
相
良
村
大
字
川
辺
一
七
七
八

山
江
老
人
保
健
施
設

球
磨
郡
山
江
村
大
字
山
田
字
南
永
シ

切
一
七
〇
五

老
人
保
健
施
設
シ
ル
バ
ー
エ
イ
ト

球
磨
郡
多
良
木
町
大
字
多
良
木
四
二

一
〇

老
人
保
健
施
設
慈
恵
苑

天
草
郡
苓
北
町
上
津
深
江
二
七
八｜

一
〇

医
療
法
人
潤
幸
会

上
益
城
郡
矢
部
町
大
字
浜
町
一
六
七

医
療
法
人
社
団
藤
岡
会

上
益
城
郡
御
船
町
御
船
一
〇
六
一

医
療
法
人
富
田
会

上
益
城
郡
益
城
町
宮
園
字
三
の
迫
一
一
三
九｜

一医
療
法
人
荒
瀬
会

上
益
城
郡
甲
佐
町
白
旗
二
七
一

社
会
福
祉
法
人
慈
光
会

上
益
城
郡
益
城
町
大
字
安
永
七
五
六

社
会
福
祉
法
人
代
医
会

八
代
郡
宮
原
町
大
字
早
尾
一
〇
九
七

医
療
法
人
社
団
司
会

八
代
郡
鏡
町
大
字
両
出
一
五
〇
三｜

一

医
療
法
人
新
清
会

芦
北
郡
芦
北
町
大
字
佐
敷
三
七
〇｜

一

社
会
福
祉
法
人
ぺ
ー
ト
ル
会

球
磨
郡
相
良
村
大
字
川
辺
一
七
七
一

医
療
法
人
木
鶏
会

球
磨
郡
山
江
村
大
字
山
田
字
南
永
シ
切
一
七
〇

五球
磨
郡
公
立
多
良
木
病
院
組
合

球
磨
郡
多
良
木
町
大
字
多
良
木
四
二
一
〇

医
療
法
人
社
団
稲
穂
会

天
草
郡
苓
北
町
上
津
深
江
二
七
八｜

一
〇

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

老
人
保
健
施
設
松
朗
園

天
草
郡
松
島
町
今
泉
三
二｜

一

老
人
保
健
施
設
ブ
ル
ー
マ
リ
ン
天
草

天
草
郡
五
和
町
大
字
御
領
九
一
三
三

老
人
保
健
施
設
ほ
ん
ご
う
苑

天
草
郡
大
矢
野
町
大
字
登
立
八
六
〇

七

医
療
法
人
原
田
会

天
草
郡
松
島
町
合
津
四
二
七
六｜

六
一
〇

医
療
法
人
一
陽
会

天
草
郡
五
和
町
大
字
御
領
九
〇
九
三

医
療
法
人
本
郷
会

天
草
郡
大
矢
野
町
大
字
登
立
八
六
〇
七

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

鐘
ヶ
丘
ホ
ー
ム

球
磨
郡
上
村
大
字
上
字
清
水
八
三
五

事

業

者

の

名

称

及

び

所

在

地

社
会
福
祉
法
人
共
成
舎

球
磨
郡
上
村
大
字
上
字
清
水
八
三
五

指
定
年
月
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

老
人
保
健
施
設
ラ
イ
フ
ケ
ア
日
南

八
代
市
日
奈
久
塩
北
町
二
九
二
二

老
人
保
健
施
設
向
春
苑

八
代
市
大
福
寺
町
二
四
一
一｜

三

老
人
保
健
施
設
高
齢
者
ケ
ア
セ
ン
タ

ー
ア
メ
ニ
テ
ィ
ゆ
う
り
ん

八
代
市
古
閑
浜
町
三
四
〇
一

老
人
保
健
施
設
皇
寿
園

八
代
市
高
島
町
四
二
一
八

老
人
保
健
施
設
と
ま
と

八
代
市
郡
築
一
番
町
一
八
〇｜

一

老
人
保
健
施
設
リ
バ
ー
サ
イ
ド
御
薬

園人
吉
市
七
地
町
四
九
五

老
人
保
健
施
設
タ
ン
ポ
ポ

人
吉
市
下
漆
田
町
後
平
一
五
三
八｜

四老
人
保
健
施
設
慈
眼
苑

荒
尾
市
増
永
七
〇
九｜
一

老
人
保
健
施
設
平
成
ド
リ
ー
ム
館

荒
尾
市
水
野
扇
浦
一
五
五
六

事

業

者

の

名

称

及

び

所

在

地

社
会
福
祉
法
人
敬
愛
会

八
代
市
日
奈
久
塩
北
町
二
九
〇
五

社
会
福
祉
法
人
権
現
福
祉
会

八
代
市
大
福
寺
町
二
四
一
一｜

三

医
療
法
人
社
団
優
林
会

八
代
市
高
下
西
町
一
四
二
六

医
療
法
人
初
友
会

八
代
市
高
島
町
四
二
一
八

医
療
法
人
カ
ジ
オ
会

八
代
市
郡
築
一
番
町
一
七
九

医
療
法
人
社
団
健
成
会

人
吉
市
七
地
町
四
九
五

医
療
法
人
社
団
新
晃
会

人
吉
市
瓦
屋
町
一
一
二
一｜

六

医
療
法
人
洗
心
会

福
岡
県
大
牟
田
市
橋
口
町
三｜

一
〇

医
療
法
人
平
成
会

荒
尾
市
蔵
満
一
八
八
四｜

一

指
定
年
月
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日
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老
人
保
健
施
設
や
す
ら
ぎ
苑

水
俣
市
浜
四
〇
五
一

老
人
保
健
施
設
白
梅
の
里

水
俣
市
浜
四
〇
九
八｜

一
八

老
人
保
健
施
設
樹
心
台

玉
名
市
伊
倉
北
方
二
七
二

老
人
保
健
施
設
ゆ
う
き
の
里

玉
名
市
上
小
田
一
〇
六
三

老
人
保
健
施
設
本
渡
ケ
ア
・
ホ
ー
ム

本
渡
市
下
浦
町
二
〇
九
〇｜

一

老
人
保
健
施
設
希
望
の
園

山
鹿
市
山
鹿
三
六
九

老
人
保
健
施
設
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
鶴
丸

牛
深
市
久
玉
町
六
二｜

一

老
人
保
健
施
設
あ
さ
ひ
コ
ー
ト

宇
土
市
旭
町
一
〇
六

老
人
保
健
施
設
景
雅
苑

宇
土
市
上
網
田
町
三
六
七
六

老
人
保
健
施
設
青
海
苑

宇
土
郡
三
角
町
大
字
郡
浦
七
三
九｜

八老
人
保
健
施
設
ヘ
ル
シ
ー
プ
ラ
ザ
十

六下
益
城
郡
松
橋
町
西
下
郷
五
四
四

老
人
保
健
施
設
聖
ル
カ
苑

玉
名
郡
長
洲
町
宮
野
二
七
七
二｜

一

〇老
人
保
健
施
設
清
風
苑

玉
名
郡
三
加
和
町
大
字
上
板
楠
一
六

九
七｜

一

老
人
保
健
施
設
星
雲
荘

玉
名
郡
横
島
町
大
字
横
島
三
三
八
四

社
団
法
人
水
俣
市
芦
北
郡
医
師
会

水
俣
市
古
城
一｜

一
二｜

五

医
療
法
人
啓
愛
会

水
俣
市
浜
四
〇
八
九｜

一

医
療
法
人
信
和
会

玉
名
市
伊
倉
北
方
二
七
二

医
療
法
人
悠
紀
会

玉
名
市
上
小
田
一
〇
六
三

医
療
法
人
社
団
開
会

本
渡
市
下
浦
町
一
三
八
三｜

一

医
療
法
人
至
誠
会

山
鹿
市
山
鹿
三
六
九

医
療
法
人
社
団
吉
田
会

牛
深
市
久
玉
町
六
一

医
療
法
人
社
団
金
森
会

宇
土
市
本
町
六｜
七

医
療
法
人
社
団
小
田
会

宇
土
市
上
網
田
町
三
六
七
六

社
会
福
祉
法
人
熊
本
厚
生
会

宇
土
郡
三
角
町
大
字
郡
浦
七
三
九｜
八

医
療
法
人
社
団
本
田
会

下
益
城
郡
松
橋
町
大
字
南
豊
崎
五
八
五

医
療
法
人
社
団
聖
和
会

荒
尾
市
荒
尾
二
〇
〇
五｜

一

医
療
法
人
社
団
清
風
会

山
鹿
市
大
字
山
鹿
一
三
二
六｜

一

医
療
法
人
安
田
会

玉
名
郡
横
島
町
大
字
横
島
三
三
八
四

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

老
人
保
健
施
設
ケ
ア
ビ
レ
ッ
ジ
箱
根

崎鹿
本
郡
植
木
町
大
字
正
清
八
八
八

老
人
保
健
施
設
太
陽

鹿
本
郡
鹿
本
町
大
字
津
袋
六
五
四｜

一老
人
保
健
施
設
サ
ン
ラ
イ
ズ
ヒ
ル

菊
池
郡
菊
陽
町
曲
手
七
六
〇

老
人
保
健
施
設
桜
の
里

菊
池
郡
西
合
志
町
大
字
須
屋
七
〇
二

老
人
保
健
施
設
お
お
つ
か
の
郷

菊
池
郡
大
津
町
陣
内
一
一
六
五

老
人
保
健
施
設
ひ
ら
せ
記
念
リ
ハ
ビ

リ
苑

菊
池
郡
合
志
町
福
原
三
一
一
一

老
人
保
健
施
設
孔
子
の
里

菊
池
郡
泗
水
町
福
本
九
〇
四｜

一

老
人
保
健
施
設
阿
蘇
グ
リ
ー
ン
ヒ
ル

阿
蘇
郡
一
の
宮
町
宮
地
一
二
一

老
人
保
健
施
設
愛
・
ラ
イ
フ
内
牧

阿
蘇
郡
阿
蘇
町
内
牧
一
一
〇
五｜

一

お
ぐ
に
老
人
保
健
施
設

阿
蘇
郡
小
国
町
大
字
宮
原
一
七
四
二

｜

一
老
人
保
健
施
設
彩
雲
苑

上
益
城
郡
矢
部
町
大
字
北
中
島
二
七

〇
一

老
人
保
健
施
設
ラ
イ
フ
ラ
イ
ト
矢
部

上
益
城
郡
矢
部
町
下
市
六
〇

老
人
保
健
施
設
御
船
清
流
園

上
益
城
郡
御
船
町
御
船
一
〇
六
二｜

一

医
療
法
人
滄
溟
会

鹿
本
郡
植
木
町
大
字
正
清
八
八
八

医
療
法
人
回
生
会

山
鹿
市
古
閑
一
五
〇
〇｜

一

医
療
法
人
熊
本
丸
田
会

熊
本
市
九
品
寺
一｜

一
五｜

七

医
療
法
人
中
山
会

菊
池
郡
西
合
志
町
大
字
須
屋
七
〇
二

医
療
法
人
田
中
会

熊
本
市
新
市
街
七
―
一
七

医
療
法
人
平
瀬
会

菊
池
郡
合
志
町
福
原
三
一
一
一

医
療
法
人
社
団
孔
子
会

菊
池
郡
泗
水
町
福
本
九
〇
四｜

一

医
療
法
人
薫
和
会

阿
蘇
郡
一
の
宮
町
宮
地
一
二
一

医
療
法
人
社
団
坂
梨
会

阿
蘇
郡
阿
蘇
町
内
牧
一
一
〇
五｜

一

小
国
町
外
一
ヶ
町
公
立
病
院
組
合

阿
蘇
郡
小
国
町
大
字
宮
原
一
七
四
二｜

一

医
療
法
人
幸
翔
会

上
益
城
矢
部
町
大
字
北
中
島
二
八
〇
六

医
療
法
人
潤
幸
会

上
益
城
郡
矢
部
町
大
字
浜
町
一
六
七

医
療
法
人
社
団
藤
岡
会

上
益
城
郡
御
船
町
御
船
一
〇
六
一

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日



　

﹇
居
宅
介
護
支
援
事
業
﹈

熊
本
県
告
示
第
二
十
九
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
事
業
所
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子
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老
人
保
健
施
設
平
成
唯
仁
館

上
益
城
郡
益
城
町
宮
園
字
三
の
迫
一

一
三
九｜

一

老
人
保
健
施
設
ナ
ー
シ
ン
グ
ケ
ア
緑

風
苑

上
益
城
郡
甲
佐
町
白
旗
二
七
一

老
人
保
健
施
設
ケ
ア
ポ
ー
ト
益
城

上
益
城
郡
益
城
町
大
字
安
永
一
〇
三

〇老
人
保
健
施
設
八
祥
苑

八
代
郡
宮
原
町
大
字
早
尾
一
〇
九
七

老
人
保
健
施
設
か
が
み
苑

八
代
郡
鏡
町
大
字
塩
浜
一
一｜

二
三

五老
人
保
健
施
設
新
清
苑

芦
北
郡
芦
北
町
大
字
芦
北
字
塩
屋
田

尻
二
七
二
七｜

一

老
人
保
健
施
設
サ
ン
ラ
イ
フ
み
の
り

球
磨
郡
相
良
村
大
字
川
辺
一
七
七
八

山
江
老
人
保
健
施
設

球
磨
郡
山
江
村
大
字
山
田
字
南
永
シ

切
一
七
〇
五

老
人
保
健
施
設
シ
ル
バ
ー
エ
イ
ト

球
磨
郡
多
良
木
町
大
字
多
良
木
四
二

一
〇

老
人
保
健
施
設
慈
恵
苑

天
草
郡
苓
北
町
上
津
深
江
二
七
八｜

一
〇

老
人
保
健
施
設
松
朗
園

天
草
郡
松
島
町
今
泉
三
二｜

一

老
人
保
健
施
設
ブ
ル
ー
マ
リ
ン
天
草

天
草
郡
五
和
町
大
字
御
領
九
一
三
三

医
療
法
人
富
田
会

上
益
城
郡
益
城
町
宮
園
字
三
の
迫
一
一
三
九｜

一医
療
法
人
荒
瀬
会

上
益
城
郡
甲
佐
町
白
旗
二
七
一

社
会
福
祉
法
人
慈
光
会

上
益
城
郡
益
城
町
大
字
安
永
七
五
六

社
会
福
祉
法
人
代
医
会

八
代
郡
宮
原
町
大
字
早
尾
一
〇
九
七

医
療
法
人
社
団
司
会

八
代
郡
鏡
町
大
字
両
出
一
五
〇
三｜

一

医
療
法
人
新
清
会

芦
北
郡
芦
北
町
大
字
佐
敷
三
七
〇｜

一

社
会
福
祉
法
人
ペ
ー
ト
ル
会

球
磨
郡
相
良
村
大
字
川
辺
一
七
七
一

医
療
法
人
木
鶏
会

球
磨
郡
山
江
村
大
字
山
田
字
南
氷
シ
切
一
七
〇

五球
磨
郡
公
立
多
良
木
病
院
組
合

球
磨
郡
多
良
木
町
大
字
多
良
木
四
二
一
〇

医
療
法
人
社
団
稲
穂
会

天
草
郡
苓
北
町
上
津
深
江
二
七
八｜

一
〇

医
療
法
人
原
田
会

天
草
郡
松
島
町
合
津
四
二
七
六｜

六
一
〇

医
療
法
人
一
陽
会

天
草
郡
五
和
町
大
字
御
領
九
〇
九
三

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

老
人
保
健
施
設
ほ
ん
ご
う
苑

天
草
郡
大
矢
野
町
大
字
登
立
八
六
〇

七

医
療
法
人
本
郷
会

天
草
郡
大
矢
野
町
大
字
登
立
八
六
〇
七

平
成
十
二
年

四
月
一
日

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

在
宅
総
合
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
協 
立

水
俣
市
桜
井
町
二
丁
目
二｜

一
四

社
会
福
祉
法
人
天
水
町
社
会
福
祉
協

議
会

玉
名
郡
天
水
町
小
天
七
二
三
七｜

一

社
会
福
祉
法
人
鹿
本
町
社
会
福
祉
協

議
会
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

鹿
本
郡
鹿
本
町
大
字
来
民
九
六
二｜

二居
宅
介
護
支
援
事
業
所
や
ま
な
み

阿
蘇
郡
一
の
宮
町
宮
地
一
一
五｜

一

彩
雲
苑
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

上
益
城
郡
矢
部
町
大
字
北
中
島
二
七

〇
一

上
村
社
会
福
祉
協
議
会
居
宅
介
護
支

援
事
業
所

球
磨
郡
上
村
大
字
上
一
八
七
四

松
島
町
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
松

朗
園
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

天
草
郡
松
島
町
今
泉
三
二｜

一

事

業

者

の

名

称

及

び

所

在

地

医
療
法
人
芳
和
会

熊
本
市
神
水
一
丁
目
一
四｜

四
一

社
会
福
祉
法
人
天
水
町
社
会
福
祉
協
議
会

玉
名
郡
天
水
町
小
天
七
二 
三
七｜

一

社
会
福
祉
法
人
鹿
本
町
社
会
福
祉
協
議
会

鹿
本
郡
鹿
本
町
大
字
来
民
九
六
二｜

二

医
療
法
人
高
森
会

阿
蘇
郡
一
の
宮
町
宮
地
一
一
五｜

一

医
療
法
人
幸
翔
会

上
益
城
郡
矢
部
町
大
字
北
中
島
二
八
〇
六

社
会
福
祉
法
人
上
村
社
会
福
祉
協
議
会

球
磨
郡
上
村
大
字
上
一
八
七
四

医
療
法
人
原
田
会

天
草
郡
松
島
町
合
津
四
二
七
六｜

六
一
〇

指
定
年
月
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日

平
成
十
二
年

四
月
一
日



　

【
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
】

熊
本
県
告
示
第
三
十
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
事
業
所
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　

【
福
祉
用
具
貸
与
】

熊
本
県
告
示
第
三
十
一
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
居
宅
介
護

支
援
事
業
所
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
告
示
第
三
十
二
号

　

昭
和
四
十
七
年
三
月
三
十
一
日
熊
本
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号
の
五
（
収
納
代
理
金
融
機
関
の
名
称
及

び
位
置
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　

収
納
代
理
金
融
機
関
の
名
称
及
び
位
置
の
表
中

「　

玉　
　
　
　

名　

農
業
協
同
組
合　

玉
名
市
六
田
五
番
地　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を

「　

玉　
　
　
　

名　

農
業
協
同
組
合　

玉
名
市
六
田
七
番
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に

改
め
る
。

熊
本
県
告
示
第
三
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
四
年
一
月
十
六
日
か
ら
六
十
日
間
、
熊
本
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
供
用
開
始
す
る
区
間
等

二　

供
用
開
始
す
る
期
日　

平
成
十
四
年
一
月
十
六
日

熊
本
県
告
示
第
三
十
四
号

　

昭
和
五
十
六
年
八
月
二
十
五
日
熊
本
県
告
示
第
七
百
五
十
八
号
（
美
し
い
熊
本
づ
く
り
推
進
事
業
費
補

助
金
交
付
要
項
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子
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事
業
所
の
名
称
及
び
事
業
所
の
所
在
地

ケ
ア
セ
ン
タ
ー
あ
そ

阿
蘇
郡
阿
蘇
町
大
字
黒
川
千
四
百
八
十

四
番
地

事　

業　

者　

名

医
療
法
人
社
団　

恒
仁

会

指　

定　

年　

月　

日

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

事
業
所
の
名
称
及
び
事
業
所
の
所
在
地

岡
部
商
事
株
式
会
社
ピ
ュ
ア
ラ
イ
フ
事

業
部

上
益
城
郡
益
城
町
広
崎
千
五
百
九
十
二

の
四
十
二

事　

業　

者　

名

岡
部
商
事
株
式
会
社

指　

定　

年　

月　

日

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

事
業
所
の
名
称
及
び
事
業
所
の
所
在
地

ケ
ア
セ
ン
タ
ー
あ
そ
居
宅
介
護
支
援
所

阿
蘇
郡
阿
蘇
町
大
字
黒
川
千
四
百
八
十

四
番
地

事　

業　

者　

名

医
療
法
人
社
団　

恒
仁

会

指　

定　

年　

月　

日

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

道
路
の
種
類

一
般
県
道

路　

線　

名

瀬

田

熊

本

線

供

用

開

始

す

る

区

間

菊
池
郡
大
津
町
大
字
外
牧
字
川
霍

　
　
　
　
　

二
六
六
番
一
六
地
先
か
ら

同　
　

所　
　
　
　
　
　

字
六
十
刈

　
　
　
　
　
　

二
五
二
番
一
地
先
ま
で

延　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

二
八
〇
・
〇

備　
　

考

単

道

改



熊
本
県
公
告
第
十
四
号

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

申
請
年
月
日

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
六
日

二　

名
称

　
　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
熊
本
全
自
同
人
権
自
由
国
民
会
議

三　

代
表
者
の
氏
名

　
　

藤
本
周
一

四　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

熊
本
県
熊
本
市
神
水
二
丁
目
二
の
二
十
七
号　

天
満
ビ
ル
３
階

五　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　
　

こ
の
法
人
は
、
広
く
一
般
の
人
達
に
対
し
て
、
人
権
擁
護
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
社
会
差
別
の
撤

　

廃
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

熊
本
県
公
告
第
十
五
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
四
項
及
び
同
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
白
川
・
菊
池
川
地
域
森
林
計
画
、
緑
川
地
域
森
林
計
画
、
球
磨
川
地
域
森
林
計
画
及
び
天
草

地
域
森
林
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類　

白
川
・
菊
池
川
地
域
森
林
計
画
変
更
計
画
書
、
緑
川
地
域
森
林
計
画
変
更
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

画
書
、
球
磨
川
地
域
森
林
計
画
変
更
計
画
書
及
び
天
草
地
域
森
林
計
画
変
更

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

計
画
書

二　

縦
覧
の
開
始
時
期　

平
成
十
四
年
一
月
十
六
日
か
ら

三　

縦
覧
場
所　

熊
本
県
林
務
水
産
部
林
政
課
並
び
に
熊
本
県
宇
城
地
域
振
興
局
、
熊
本
県
玉
名
地
域
振

　
　
　
　
　
　
　

興
局
、
熊
本
県
鹿
本
地
域
振
興
局
、
熊
本
県
菊
池
地
域
振
興
局
、
熊
本
県
阿
蘇
地
域
振

　
　
　
　
　
　
　

興
局
、
熊
本
県
上
益
城
地
域
振
興
局
、
熊
本
県
八
代
地
域
振
興
局
、
熊
本
県
芦
北
地
域

　
　
　
　
　
　
　

振
興
局
、
熊
本
県
球
磨
地
域
振
興
局
及
び
熊
本
県
天
草
地
域
振
興
局

熊
本
県
公
告
第
十
六
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

県
営
泗
水
南
部
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
業
用
用
排
水
施
設
、
区
画
整
理
）
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同

条
第
六
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
告
し
、
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の

写
し
を
次
の
よ
う
に
縦
覧
に
供
す
る
。

　

こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
き
異
議
が
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
終
了
後
十
五
日
以
内
に
申
し
立
て

ら
れ
た
い
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

県
営
泗
水
南
部
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
業
用
用
排
水
施
設
、
区
画
整
理
）
の
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
十
四
年
一
月
十
七
日
か
ら
平
成
十
四
年
二
月
十
四
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

泗
水
町
役
場

熊
本
県
公
告
第
十
七
号

　

平
成
十
四
年
度
及
び
平
成
十
五
年
度
治
山
・
林
道
事
業
に
お
け
る
測
量
、
設
計
・
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
及

び
現
場
技
術
業
務
に
係
る
有
資
格
者
を
有
す
る
業
者
を
把
握
す
る
た
め
、
別
表
一
又
は
二
技
術
者
資
格
区

分
に
該
当
し
、
治
山
又
は
林
道
事
業
に
係
る
測
量
等
の
指
名
を
希
望
す
る
者
は
、
別
記
書
類
を
提
出
さ
れ

た
い
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

対
象
者

　
　

平
成
十
四
年
度
及
び
平
成
十
五
年
度
競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
（
熊
本
県
土
木
部
監
理
課
登

　

録
）
、
あ
る
い
は
同
資
格
を
有
す
る
見
込
み
の
あ
る
者

二　

提
出
書
類
及
び
部
数

　

１　

治
山
・
林
道
技
術
者
資
格
調
査
表
（
別
記
様
式
一
及
び
二
）　

一
部

　

２　

技
術
者
区
分
に
必
要
な
登
録
等
を
証
す
る
書
面
の
写
し　

一
部

三　

提
出
期
限
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公　
　
　
　

告



　
　

平
成
十
四
年
三
月
十
五
日
（
郵
送
の
場
合
平
成
十
四
年
三
月
十
五
日
消
印
有
効
）

　
　

た
だ
し
、
熊
本
県
知
事
が
特
に
必
要
と
認
め
た
場
合
に
限
り
、
受
付
期
間
後
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
要

　

領
に
準
じ
て
提
出
で
き
る
も
の
と
す
る
。

四　

提
出
方
法

　
　

持
参
又
は
郵
送
（
簡
易
書
留
に
よ
る
こ
と
。
）

五　

提
出
先

　

１　

持
参
の
場
合　

熊
本
市
水
前
寺
六
丁
目
十
八
番
一
号　

熊
本
県
庁
行
政
棟
本
館
十
階
林
務
水
産
部

　
　

林
政
課
技
術
管
理
検
査
班

　

２　

郵
送
の
場
合　

〒
八
六
二｜

八
五
七
〇
（
県
庁
専
用
郵
便
番
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
市
水
前
寺
六
丁
目
十
八
番
一
号　

熊
本
県
林
務
水
産
部
林
政
課
技
術
管
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

検
査
班

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

熊
本
市
水
前
寺
六
丁
目
十
八
番
一
号

　
　

熊
本
県
林
務
水
産
部
林
政
課
技
術
管
理
検
査
班

　
　

（
電
話
〇
九
六｜

三
八
三｜

一
一
一
一　

内
線
五
五
九
六
）
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